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区 分
研修コード

事業主管

平成 20年度
基　本　研　修
２１０５４８

栃木県総合教育センター
研　修　部

TEL　028―665―7202

講話
　「10年目教職員への期待」
　「児童・生徒指導の意義とその在り方」
　「人権教育の推進」

講話
　「学校栄養職員の職務と課題」
　「課題研究の進め方」

講話・演習
　「食に関する指導の実際」

講話・演習
　「教材作成の在り方とその活用方法」

講話
　「共同調理場の管理・運営」
講話・見学
　「衛生管理の実際」
研究協議
　「衛生管理指導」
　「おいしい給食を提供するために」

講話
　「本県の食育の現状と課題」
研究協議
　「衛生管理と栄養管理を考慮した献立の工夫」

講話・実習
　「栄養指導の実際」

社会体験等研修

１　目　　的 10年目の段階に即応した学校栄養職員の職務に関する知識・技能・態度等を身に付け、
学校栄養職員としての資質の向上を図る。

２　対　　象 10年目、11年目に該当する学校栄養職員（小・中・県立学校）

３　研修時間 午前９時30分～12時　　午後１時～３時30分　（受付　午前９時～９時30分）
ただし、第１日の終了時刻は、午後３時50分となります。

４　研修内容等
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栄養教諭
健康福利課職員
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県農政課職員
健康福利課職員

施設職員

月 /日 曜
期　日

区分 研 修 内 容 会場 講師・助言者等

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------



― 22 ―

木

金

　

火

月

第
　
７
　
日

第
　
８
　
日

第 

９ 
日

8／ 21

8／ 22

　９月　

11／ 4

1／ 19

第
　
10
　
日

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

指

定

す

る

学

校

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の

栃
木
県
学
校
給
食
会

付　　記 ・「人権教育基本資料（平成19年６月、栃木県教育委員会）」を持参してください。
・第３、４、８日の会場については、追って通知します。
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講話・実習
　「食中毒の予防 （1）」
　「細菌検査 （1）」

講話
　「衛生管理と物資管理体制の在り方」
　「食の安全確保に関する効果的な情報収集・提供
　　方法」

講話・実習
　「食中毒の予防 （2）」
　「細菌検査 （2）」

講話・研究協議
　「食生活に関する個別指導」

講話
　「教育課程と学校給食」
講話・見学
　「本校の食に関する指導について」
参観
　「栄養教諭による食に関する授業」

研究協議
　「学校栄養職員が参画した授業」

発表・研究協議
　「課題研究の中間発表」

演習
　「コンピュータの活用」

研究協議
　「学校・家庭・地域と連携した学校給食」
講話
　「食に関する指導計画の作成」

発表・研究協議
　「課題研究の発表とまとめ」

財団法人栃木県学校給食
会職員
栄養教諭
健康福利課職員

　

小・中学校長
小・中学校教員
小・中学校栄養職員
健康福利課職員

健康福利課職員
総合教育センター職員

健康福利課職員
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